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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏    

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年３月３日 １１時４０分ごろ 

発生場所 茨城県大洗町大洗港東南東方沖 

大洗港沖防波堤南灯台から真方位１１２°１６.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°１１.９′ 東経１４０°５４.１′） 

事故の概要 漁船第二住
すみ

吉
よし

丸は、操業中、機関室で火災が発生した。 

第二住吉丸は、船長及び甲板員２人が熱傷等を負い、消火作業中に

沈没した。 

事故調査の経過  平成２８年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二住吉丸、１８.３３トン 

 ＩＧ２－２０５８（漁船登録番号）、個人所有 

 １５.８２ｍ（Lr）×３.７４ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５９kＷ、昭和４９年１月１３日 

 第２３１－１３１５３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年３月１４日 

  免許証交付日 平成２６年６月２３日 

         （平成３１年１２月１３日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長）、軽傷 ２人（甲板員Ａ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員４人（以下「甲板員Ａ」、「甲板員Ｂ」、「甲

板員Ｃ」及び「甲板員Ｄ」という。）が乗り組み、平成２８年３月３

日０３時００分ごろ、底引き網漁の目的で茨城県日立市久慈漁港を出

港し、大洗港南南東方沖の漁場に到着して操業を開始した。 

船長は、操舵室で、１１時４０分ごろ上甲板右舷側後部に設けられ

たレセプタクル（電源配線を接続する雌端子のコネクタ）から白煙の

噴出及び火炎を認め、甲板員Ａに伝えた。 
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船長は、本事故の発生を僚船に連絡したのち、前部甲板に退避し

た。 

 甲板員Ｂは、後部甲板で漁獲物の選別作業をしていたところ、レセ

プタクルからのバチバチという異音及び火花を認め、白煙が出て来た

ので消火作業を行おうとしたものの、持運び式粉末消火器がレセプタ

クル付近に備えられていたので使用できず、散水ポンプを利用して消

火作業を実施した。 

本船は、火花が一旦消えたものの、再度火花が発生して付近の配線

が燃え上がった。 

甲板員Ａは、黒煙が充満し始めていた機関室に入り、配電盤の電源

スイッチを切ってレセプタクルへの通電を遮断した。 

 本船は、火勢が強くなったので、甲板員Ａ、甲板員Ｃ及び甲板員Ｄ

が後部甲板に、甲板員Ｂが前部甲板にそれぞれ退避した。 

船長及び甲板員Ｂは、火勢が強くなったので海に飛び込み、船尾方

に泳いで行き、後部甲板の甲板員３人に救助された。 

本船から連絡を受けた僚船は、１２時４０分ごろ海上保安庁に本事

故の発生を通報した。 

本船の乗組員全員は、本船の船尾に横着けした別の僚船に移乗し、

久慈漁港に帰った。 

本船は、巡視船等の消火作業中、１７時２２分ごろ沈没した。 

負傷した乗組員は、病院に搬送され、船長がⅡ度熱傷及び顔面熱

傷、甲板員Ａが気道熱傷、気管支炎、腰椎捻挫、甲板員Ｂが顔面熱

傷、左手関節打撲、擦過傷とそれぞれ診断され、船長が１か月間入院

し、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが通院加療を受けた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、船体中央部付近に操舵室を配し、前部甲板下に６つの魚倉

を備え、同魚倉の船尾側に隣接して機関室、船員室及び後部甲板を配

置していた。 

レセプタクルには、冷凍機冷却水ポンプ及び散水ポンプのスイッチ

類が設けられていた。 

機関室には、中央付近に主機が、主機の左舷側に交流発電機がそれ

ぞれ据付けられており、同室右舷側後部に散水ポンプ３台、左舷側後

部に冷凍機冷却水ポンプ２台を備え、それぞれ２台が運転されてい

た。 

機関室の左舷側後部には配電盤が設けられており、同配電盤からレ

セプタクルを経て冷凍機冷却水、散水の各ポンプに配線されていた。 

 本船は、機関室に自動拡散型消火器１個のほか、持運び式消火器３

個が、また、レセプタクル付近に持運び式消火器４個がそれぞれ備え

付けられていた。 

機関室の前方両舷の燃料油タンクには、本事故当時、Ａ重油が合計
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で約３.２kℓ残っていた。 

本船は、約４２年間使用されていたが、配線の交換、配線を含めた

電気機器の絶縁抵抗の計測等が行われたことがなかった。 

 甲板員Ａは、機関室に備えられていた散水ポンプ付近の配線が燃え

ていたのを確認しており、同ポンプ付近が出火元だと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、大洗港南南東方沖で操業中、機関室内から出火したものと

考えられる。 

本船は、冷凍機冷却水ポンプ及び散水ポンプの配線が経年使用され

ていた状況下、被覆の劣化等により、配線の絶縁抵抗が低下したこと

から、漏電して被覆が燃え上がり、出火した可能性があると考えられ

るが、本船が沈没しており、出火に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因  本事故は、本船が、大洗港南南東方沖で操業中、機関室内から出火

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・配線は、適宜、交換すること。 

・配線を含めた電気機器の絶縁抵抗は、整備業者に依頼するなどし

て定期的に計測し、漏電防止を図ること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

事故発生場所 

（平成２８年３月３日  

１１時４０分ごろ発生） 

久慈漁港 

大洗町 

茨城県 

 日立市 


